
昭
和
二
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号

輸
入
貿
易
管
理
規
則

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
お
よ
び
輸
入
貿
易
及
び
対
外
支
払
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
四
百
十
四
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
輸
入
貿
易
お
よ
び
貿
易
関
係
支
払
管
理
規
則

を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

（
公
表
の
方
法
）

第
一
条
　
輸
入
貿
易
管
理
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
の
公
表
は
、
官
報
、
経
済
産
業
公
報
及
び
通
商
弘
報
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
。

（
承
認
の
手
続
等
）

第
二
条
　
貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
（
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
令
第
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
係
る
延
長
に
つ

い
て
は
税
関
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
輸
入
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
　
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
申
請
書

イ
　
令
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
　
別
表
第
一
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
輸
入
承
認
申
請
書
二
通

ロ
　
令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
輸
入
割
当
て
を
受
け
て
イ
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
　
別
表
第
一
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
輸
入
承
認
申
請
書
二
通
及
び
次
項
第
三
号
の
輸
入
割
当
証
明
書
（
た
だ
し
、
割
当
数
量
（
令
第

九
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
割
当
額
。
以
下
同
じ
。
）
の
一
部
に
つ
い
て
輸
入
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
（
割
当
数
量
の
う
ち
に
輸
入
の
承
認
を
受
け
て
い
な
い
部
分
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
部
分
の
全
部
に
つ
い
て
輸
入
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
輸
入
割
当
証
明
書
を
提
示
し
、
そ
の
写
し
一
通
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
）

ハ
　
令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
輸
入
割
当
て
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
割
当
て
に
基
づ
き
令
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
の
承
認
を
除
く
。
）
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
　
別
表
第
一
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
輸
入
承
認
・
割
当
申
請
書
二
通

ニ
　
第
五
条
に
規
定
す
る
貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
　
別
表
第
一
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
輸
入
承
認
申
請
書
二
通
（
令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
輸
入
割
当
て
を
受
け
て
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
次
項

第
三
号
の
輸
入
割
当
証
明
書
（
た
だ
し
、
割
当
数
量
の
一
部
に
つ
い
て
輸
入
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
（
割
当
数
量
の
う
ち
に
輸
入
の
承
認
を
受
け
て
い
な
い
部
分
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
部
分
の
全
部
に
つ

い
て
輸
入
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
輸
入
割
当
証
明
書
を
提
示
し
、
そ
の
写
し
一
通
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）

二
　
令
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
有
効
期
間
の
延
長
を
し
よ
う
と
す
る
者
　
輸
入
承
認
証
及
び
理
由
を
記
載
し
た
書
面

三
　
令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
輸
入
割
当
て
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
　
別
表
第
一
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
輸
入
割
当
申
請
書
三
通
（
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
通
）

四
　
令
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
　
別
表
第
一
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
輸
入
承
認
申
請
書
三
通
に
理
由
を
記
載
し
た
書
面
、
当
該
委
託
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
並
び
に
当
該
委
託

に
係
る
輸
入
割
当
証
明
書
及
び
そ
の
写
し
一
通

２
　
経
済
産
業
大
臣
（
前
項
第
一
号
ニ
及
び
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
令
第
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
係
る
延
長
に
つ
い
て
は
税
関
長
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
申
請
者
に

交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
申
請
に
つ
い
て
承
認
を
行
つ
た
と
き

イ
　
前
項
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ニ
の
申
請
に
つ
い
て
承
認
を
行
つ
た
と
き
　
輸
入
承
認
証
と
し
て
申
請
書
の
う
ち
一
通

ロ
　
前
項
第
一
号
ハ
の
申
請
に
つ
い
て
割
当
て
及
び
承
認
を
行
つ
た
と
き
　
輸
入
割
当
証
明
書
及
び
輸
入
承
認
証
と
し
て
申
請
書
の
う
ち
一
通

二
　
前
項
第
二
号
の
申
請
に
つ
い
て
延
長
を
行
つ
た
と
き
　
延
長
を
行
つ
た
旨
を
記
入
し
た
当
該
輸
入
承
認
証

三
　
前
項
第
三
号
の
申
請
に
つ
い
て
割
当
て
を
行
つ
た
と
き
　
輸
入
割
当
証
明
書
と
し
て
申
請
書
の
う
ち
一
通

四
　
前
項
第
四
号
の
申
請
に
つ
い
て
確
認
を
行
つ
た
と
き
　
委
託
輸
入
確
認
証
と
し
て
申
請
書
の
う
ち
二
通

３
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
令
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
を
受
け
た
者
が
当
該
輸
入
承
認
証
を
必
要
と
し
な
く
な
つ
た
と
き
又
は
そ
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
に
貨
物
の
輸
入
を
行
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の

者
に
当
該
輸
入
承
認
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
二
項
第
三
号
の
輸
入
割
当
証
明
書
は
、
そ
の
交
付
の
日
か
ら
四
箇
月
（
経
済
産
業
大
臣
が
こ
れ
と
異
な
る
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
）
以
内
に
当
該
交
付
に
係
る
貨
物
に
つ
い
て
、
第
一
項
第
一
号
ロ
又
は
ニ
の
規
定

に
よ
り
輸
入
承
認
申
請
書
の
提
出
又
は
次
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
輸
入
承
認
申
請
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
、
入
出
力
装
置
（
次
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
申
請
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
経
済
産

業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
特
定
入
出
力
装
置
」
と
い
う
。
）
か
ら
の
入
力
が
な
さ
れ
な
い
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

て
そ
の
期
間
を
延
長
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
　
第
二
項
第
三
号
の
輸
入
割
当
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
交
付
に
係
る
貨
物
の
全
部
又
は
一
部
を
希
望
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
輸
入
割
当
証
明
書
に
希
望
し
な
い
割
当
数
量
を
記
入
し
て
経
済
産
業

大
臣
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
承
認
の
手
続
等
）

第
二
条
の
二
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸

出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
と
み
な
さ
れ
る
同
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
次
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
申
請
を
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
申
請
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
の
使
用
に
係
る
特
定
入
出
力
装
置
か
ら
入
力
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
輸
入
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
五
条
に
規
定
す
る
貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
の
承
認
を
除
く
。
）
　
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
令
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
（
全
地
域
を
原
産
地
又
は
船
積
地
域
と
す
る
貨
物
の
輸
入
に
係
る
承
認
を
除
く
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
　
輸
出
入
・
港
湾
関
連
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
「
専
用
電
子
計
算
機
」
と
い
う
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
輸
入
承
認
申
請
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項

1



ロ
　
令
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
（
全
地
域
を
原
産
地
又
は
船
積
地
域
と
す
る
貨
物
の
輸
入
に
係
る
承
認
に
限
る
。
）
及
び
令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
輸
入
割
当
て
を
受
け
て
令
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
　
専
用
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
輸
入
承
認
申
請
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項

ハ
　
令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
輸
入
割
当
て
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
割
当
て
に
基
づ
き
令
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
（
前
条
第
一
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
貨
物
の

輸
入
に
つ
い
て
の
承
認
を
除
く
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
　
専
用
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
輸
入
承
認
・
割
当
申
請
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項

二
　
令
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
有
効
期
間
の
延
長
（
令
第
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
係
る
延
長
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
　
専
用
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
輸
入
承
認
内
容
訂
正
申
請
様

式
に
記
載
す
べ
き
事
項

三
　
令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
輸
入
割
当
て
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
　
専
用
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
輸
入
割
当
申
請
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項

四
　
令
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
　
専
用
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
輸
入
承
認
申
請
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項

２
　
前
項
第
四
号
の
申
請
を
行
う
場
合
に
は
、
理
由
又
は
理
由
を
記
載
し
た
書
面
及
び
当
該
委
託
を
受
け
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
情
報
又
は
当
該
事
実
を
証
す
る
書
類
を
、
特
定
入
出
力
装
置
か
ら
入
力
し
、
及
び
専
用
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
又
は
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
第
四
号
の
申
請
を
す
る
者
が
前
項
の
入
力
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
者
が
当
該
申
請
を
行
つ
た
日
か
ら
当
該
申
請
に
対
す
る
諾
否
の
応
答
と
し
て
の
通
知
を
受
け
る
日
ま
で
の
期
間
、
必
要
な
限
度

に
お
い
て
当
該
入
力
に
係
る
事
実
を
証
す
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
各
号
の
申
請
に
つ
い
て
承
認
、
割
当
て
又
は
確
認
を
行
つ
た
と
き
は
、
別
表
第
二
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
輸
入
承
認
証
・
輸
入
割
当
証
明
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
専
用
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
各
号
の
申
請
に
つ
い
て
承
認
、
割
当
て
又
は
確
認
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
の
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
二
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
輸
入
承
認
証
・

輸
入
割
当
証
明
書
に
そ
の
旨
を
記
入
し
、
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

６
　
第
一
項
第
三
号
の
申
請
に
つ
い
て
の
割
当
て
は
、
そ
の
記
録
又
は
交
付
の
日
か
ら
四
箇
月
（
経
済
産
業
大
臣
が
こ
れ
と
異
な
る
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
）
以
内
に
当
該
記
録
又
は
交
付
に
係
る
貨
物
に
つ
い
て
、
第
一

項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
輸
入
承
認
申
請
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
、
特
定
入
出
力
装
置
か
ら
の
入
力
又
は
前
条
第
一
項
第
一
号
ロ
若
し
く
は
ニ
の
規
定
に
よ
り
輸
入
承
認
申
請
書
の
提
出
が
な
さ
れ
な
い
と
き
は
、
そ
の
効
力

を
失
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
そ
の
期
間
を
延
長
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

７
　
第
一
項
第
三
号
の
申
請
に
つ
い
て
割
当
て
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
記
録
に
係
る
貨
物
の
全
部
又
は
一
部
を
希
望
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
希
望
し
な
い
割
当
数
量
を
書
面
に
記
入
し
て
経
済
産
業
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
申
請
者
の
届
出
）

第
二
条
の
三
　
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
入
力
は
、
別
表
第
三
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
者
届
出
書
及
び
事
実
を
証
す
る
書
類
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
た
者
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
（
専
用
電
子
計
算
機
と
特
定
入
出
力
装
置
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
使
用
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
別
表
第
三
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
者
届
出
書
に
そ
の
旨
を
記
入
し
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
が
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
を
継
続
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
輸
出
貿
易
管
理
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
四
号
）
第
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
又
は
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
八
号
）
第
一
条
の
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
と
み
な
す
。

（
特
別
の
承
認
の
申
請
手
続
等
）

第
二
条
の
四
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
続
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
な
手
続
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
令
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
手
続

二
　
令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
の
割
当
て
を
受
け
る
手
続

三
　
第
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
へ
の
届
出
の
手
続

第
三
条
　
令
第
四
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
す
る
輸
入
は
、
次
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
委
託
加
工
貿
易
契
約
に
よ
る
貨
物
の
輸
出
に
つ
い
て
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
す
る
輸
入
で
あ
る
こ
と
。

二
　
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
品
目
の
又
は
経
済
産
業
大
臣
の
定
め
る
船
積
地
域
か
ら
の
貨
物
の
輸
入
で
な
い
こ
と
。

（
経
済
産
業
大
臣
に
対
す
る
税
関
の
通
知
）

第
四
条
　
税
関
は
、
令
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
速
や
か
に
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
貨
物
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
経
済
産
業
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
当

該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
通
知
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
事
項
の
通
知
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
貨
物
の
輸
入
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
貨
物
の
荷
送
人
の
氏
名
又
は
名
称

三
　
貨
物
の
原
産
地
及
び
船
積
地
域

四
　
貨
物
を
積
ん
で
い
た
船
舶
又
は
航
空
機
の
名
称
又
は
登
録
番
号

五
　
貨
物
の
品
名
、
数
量
及
び
価
格

六
　
前
号
の
価
格
の
決
定
に
関
係
が
あ
る
契
約
の
条
件

七
　
貨
物
の
代
金
を
表
示
す
る
通
貨
の
種
類

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
事
項
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（
権
限
の
委
任
）

第
五
条
　
令
第
十
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
貨
物
の
範
囲
は
、
無
償
の
貨
物
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
大
臣
の
指
示
す
る
範
囲
内
の
も
の
と
す
る
。

（
法
令
の
違
反
に
対
す
る
制
裁
の
通
知
）

第
六
条
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
遅
滞
な
く
税
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
三
月
三
日
通
商
産
業
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
六
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
五
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
八
月
一
五
日
通
商
産
業
省
令
第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
一
一
月
二
五
日
通
商
産
業
省
令
第
九
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
六
年
四
月
一
九
日
通
商
産
業
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
六
年
一
〇
月
一
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
四
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
六
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
適
用
し
、
第
七
条
第
八
項
、
別
表
第
一
、
別
表
第
三
お
よ
び
別
表
第
四
の
改
正
規
定
は
、
同
年
十
月
十
五
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
六
年
一
一
月
二
八
日
通
商
産
業
省
令
第
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
四
月
一
一
日
通
商
産
業
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
一
一
月
一
二
日
通
商
産
業
省
令
第
八
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
九
月
二
五
日
通
商
産
業
省
令
第
四
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
一
二
月
八
日
通
商
産
業
省
令
第
五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
二
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
三
月
一
三
日
通
商
産
業
省
令
第
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
四
月
一
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
五
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
二
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
六
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
三
月
二
五
日
通
商
産
業
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
六
月
二
三
日
通
商
産
業
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
四
月
一
九
日
通
商
産
業
省
令
第
一
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
一
年
四
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
、
改
正
前
の
省
令
の
規
定
に
基
い
て
行
つ
た
税
関
長
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
省
令
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
一
一
月
一
五
日
通
商
産
業
省
令
第
六
〇
号
）
　
抄

3



１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
一
二
月
二
三
日
通
商
産
業
省
令
第
五
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
一
〇
月
二
九
日
通
商
産
業
省
令
第
一
二
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
三
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
三
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
六
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
六
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
一
〇
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
一
〇
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
五
年
十
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
六
月
一
五
日
通
商
産
業
省
令
第
三
七
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
三
月
二
八
日
通
商
産
業
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
八
年
四
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
四
月
一
五
日
通
商
産
業
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
三
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
三
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
七
月
一
一
日
通
商
産
業
省
令
第
七
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
九
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
二
月
二
三
日
通
商
産
業
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
三
月
一
四
日
通
商
産
業
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
七
月
一
八
日
通
商
産
業
省
令
第
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
一
二
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
一
〇
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
一
月
四
日
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
七
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
七
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
八
月
二
八
日
通
商
産
業
省
令
第
九
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
一
一
月
二
四
日
通
商
産
業
省
令
第
一
三
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
二
、
第
十
一
条
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
別
表
第
一
お
よ
び
別
表
第
一
の
二
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
七
月
一
二
日
通
商
産
業
省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
九
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
四
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
二
月
二
七
日
通
商
産
業
省
令
第
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
三
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
一
月
一
九
日
通
商
産
業
省
令
第
六
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
輸
出
貿
易
管
理
令
及
び
輸
入
貿
易
管
理
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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２
　
改
正
前
の
別
表
第
一
の
様
式
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
別
表
第
一
の
様
式
に
代
え
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
一
月
二
七
日
通
商
産
業
省
令
第
六
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
五
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
一
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
前
の
輸
入
報
告
書
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
二
月
一
四
日
通
商
産
業
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
四
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
別
表
第
四
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
輸
入
報
告
書
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
八
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
五
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
八
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
前
の
別
表
第
四
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
輸
入
報
告
書
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
二
月
一
九
日
通
商
産
業
省
令
第
八
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
前
の
別
表
第
四
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
輸
入
報
告
書
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
二
月
二
八
日
通
商
産
業
省
令
第
九
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
八
月
二
九
日
通
商
産
業
省
令
第
六
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
九
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正
文
　
（
平
成
九
年
二
月
二
六
日
通
商
産
業
省
令
第
四
号
）
　
抄

平
成
九
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
四
日
通
商
産
業
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
一
七
日
通
商
産
業
省
令
第
一
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
二
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
輸
出
貿
易
管
理
規
則
第
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
輸
出
貿
易
管
理
規
則
第
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
輸
入
貿
易
管

理
規
則
第
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
輸
入
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
四
百
十
四
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
し
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
四
日
通
商
産
業
省
令
第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
一
三
日
通
商
産
業
省
令
第
二
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
一
九
日
通
商
産
業
省
令
第
三
九
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
二
月
三
日
経
済
産
業
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
二
月
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
六
日
経
済
産
業
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
五
日
経
済
産
業
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
税
関
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
一
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
六
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
輸
出
貿
易
管
理
規
則
第
一
条
の
三
第
三
項
、
輸
入
貿
易
管
理
規
則
第
二
条
の
三
第
三
項
及
び
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
第
一
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
届

出
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
輸
出
貿
易
管
理
規
則
第
一
条
の
三
第
二
項
、
輸
入
貿
易
管
理
規
則
第
二
条
の
三
第
二
項
及
び
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
第
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
届
出
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
五
日
経
済
産
業
省
令
第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
六
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
票
の
様
式
を
定
め
る
省
令
の
様
式
を
除
く
。
）
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な

す
。

改
正
文
　
（
平
成
二
六
年
三
月
二
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
八
月
一
三
日
経
済
産
業
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
経
済
産
業
省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
九
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法

律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
〇
月
一
五
日
経
済
産
業
省
令
第
七
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
五
月
九
日
経
済
産
業
省
令
第
四
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
五
月
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
別
紙
様
式
第
１
か
ら
別
紙
様
式
第
３
ま
で
、
別
紙
様
式
第
４
及
び
別
紙
様
式
第
６
並
び
に
輸
入
貿
易
管
理
規
則
別
表
第
一
に
よ
る
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
別
紙
様
式
第
１
か
ら
別
紙
様
式
第
３
ま
で
、
別
紙
様
式
第
４
及
び
別
紙
様
式
第
６
並
び
に
輸
入
貿
易
管
理
規
則
別
表
第
一
に
よ
る
申
請
書
を
取
り
繕

い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
五
月
二
六
日
経
済
産
業
省
令
第
二
八
号
）

（
施
行
期
日
）
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１
　
こ
の
省
令
は
、
国
際
的
な
不
正
資
金
等
の
移
動
等
に
対
処
す
る
た
め
の
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
別
紙
様
式
第
１
か
ら
別
紙
様
式
第
３
ま
で
、
別
紙
様
式
第
４
及
び
別
紙
様
式
第
６
並
び
に
輸
入
貿
易
管
理
規
則
別
表
第
一
に
よ
る
申
請
書
並
び
に
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
六
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
票
の
様
式
を
定
め
る
省
令
に
よ
る
証
票
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
別
紙

様
式
第
１
か
ら
別
紙
様
式
第
３
ま
で
、
別
紙
様
式
第
４
及
び
別
紙
様
式
第
６
並
び
に
輸
入
貿
易
管
理
規
則
別
表
第
一
に
よ
る
申
請
書
並
び
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
六
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す

る
証
票
の
様
式
を
定
め
る
省
令
に
よ
る
証
票
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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別
表
第
一

別表第一 

T2010 

 根拠法規 輸入貿易管理規則 

主務官庁 経 済 産 業 省 

輸入(承認・割当)申請書 

 申 請 者 

  氏 名 又 は 名 称

及び代表者の氏名             

 

  住 所             

  電 話 番 号             

資 格             

申請年月日             
 

 次の 
△輸入の承認を輸入貿易管理令第4条第1項 

△輸入割当てを輸入貿易管理令第9条第1項 
の規定に基づき申請します。 

Ⅰ 申請の明細 

1 関税率表の

番 号 等 
2 商品名 3 型及び銘柄 4 原産地 

5 船積地域

(船積港) 

数量及び単位 

(金 額) 

      

総額(US＄) 

 

備 考  

Ⅱ 輸入割当て 

※割当数量及び単位(割当額)  
※証明書番号              

※期間満了日              
 

※上記Ⅰの輸入は、輸入貿易管理令第9条第1項の規定に基づき、Ⅱの数量及び単位を 

割り当てる・割り当てない・次の条件を付して割り当てる 

※経済産業大臣の条件の付与又は特別の有効期間の設定 

 
上記「Ⅰ申請の明細」欄中 1 2    の記載事項は、経済産業大臣の承認を受 

けなければ変更することができない。 

Ⅲ 輸入の承認 

輸入割当証明書の日付及び番号 

 

 

※承 認 番 号           

※有効期間満了日           

※延長後有効期間満了日          
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※上記Ⅰの輸入は、輸入貿易管理令第4条第1項の規定に基づき 

承認する・承認しない・次の条件を付して承認する 

※条 件 

 

 経済産業大臣の記名押印(輸入割当て) 
経済産業大臣又は税関長の記名押印(輸入の

承認) 

 日 付               

 資 格               

 記名押印               

日 付               

資 格               

記名押印               
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(裏面) 

1 ※輸入承認状況(輸入割当て関係) 

 輸入の承認を受

けた日 

輸入承認に係る

数量(金 額) 

未承認数量

(金 額) 

経済産業省又は税関の

記名押印 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

2 ※通 関(輸入承認関係) 

税関申告番号及

び申告年月日 
商 品 名 

送 状

数 量 

送 状

金 額 

通 関

数 量 

通 関

金 額 

許可又は

承認月日

及び税関

押印 
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3 ※銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記載欄(輸入承認関係) 

送 金 年 月 日 金 額 
銀行等、資金移動業者又は電子

決済手段等取引業者等確認欄 

   

 注 (1) ※印のある欄は、記入しないこと。 

   (2) 「関税率表の番号等」欄には、関税率表の番号及び同表の品名欄に細分類があ

る場合における当該細分類の項目に付された数字又は符号を記入すること。 

   (3) 用紙の大きさは、A列4番とすること。 

   (4) 記載事項は、やむを得ない場合には、英語で記入しても差し支えない。 
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別
表
第
二

別表第二（平12通産令24・追加、平12通産令252・一部改正） 輸入承認証・輸入割当証明書根拠法規輸入貿易管理規則 主務官庁経済産業省 申請者名氏名 住所資格 電話番号申請年月日 Ⅰ輸入の承認・輸入割当ての明細 1関税率5船積地数量及び単 2商品3型及び 表の番号4原産地域（船積位 名銘柄 等港）（金額） 総額（US ＄） 備考 Ⅱ輸入割当て 割当数量及び単位（割当額）証明書番号 期間満了日 経済産業大臣の条件の付与又は特別の有効期間の設定 上記「Ⅰ輸入割当ての明細」欄中12の記載事項は、経済産業大臣 の承認を受けなければ変更することができない。 Ⅲ輸入の承認 輸入割当証明書の日付及び番号 承認番号延長後有効期間満了日 有効期間満了日 上記Ⅰの輸入は、 条件 経済産業大臣の記名押印（輸入割当て）経済産業大臣又は税関長の記名押印 （輸入の承認） 日付日付 資格資格 記名押印記名押印 1輸入承認状況（輸入割当て関係） 輸入の承認を受輸入承認に係る未承認数量経済産業省又は税 けた日数量（金額）（金額）関の記名押印 1 2 3 4 5 6 7 2通関（輸入承認関係） 税関申告 許可又は承 番号及び送状送状通関通関 商品名認月日及び備考 申告年月数量金額数量金額 税関押印 日 
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別
表
第
三

別表第三（平21経産令66・全改、平22経産令6・令2経産令92・一部改正） 根拠法規輸入貿易管理規則第2条の3 主務官庁経済産業省 申請者届出書 経済産業大臣殿 年月日 輸入貿易管理規則第2条の3の規定により、下記のとおり△登録 △変更 △廃止 に係る事項を届け出ます。 届出者 氏名又は名称 及び代表者の氏名 住所 NACCS利用者ID フリガナ 名称（会社名） 郵便番号― フリガナ 住所 フリガナ 役職 氏名 電話番号（）―FAX番号（）― 電子メールアドレス JASTPROコード NACCS利用者ID 備考 注△印のうち不必要なものは抹消して下さい。 用紙の大きさは、A列4番とします。 特定手続等を行おうとする者を複数届け出る場合には、次葉を使用して下さい。 （被委任者用） フリガナ 役職 氏名 電子メールアドレス電話番号（）― 郵便番号FAX番号（）― ― フリガナ 住所 NACCS利用者ID フリガナ 役職 氏名 電子メールアドレス電話番号（）― 郵便番号FAX番号（）― ― フリガナ 住所 NACCS利用者ID フリガナ 役職 氏名 電子メールアドレス電話番号（）― 郵便番号FAX番号（）― ― フリガナ 住所 NACCS利用者ID 注「郵便番号」、「住所」、「電話番号」、「FAX番号」の欄は、前葉に記載したものと異なる場合のみ記入して下さい。 
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